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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一

公

告

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
六
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
三
河
島
駅
前
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

三
河
島
駅
前
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
二
月
七
日
か
ら
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

荒
川
区
西
日
暮
里
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

荒
川
区
西
日
暮
里
一
丁
目
四
番
七
号

令
和
五
年
二
月
七
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
七
月
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
七
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
渋
谷
二
丁
目
１
７
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
七
年
七
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
十
条
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か

ら
次
に
掲
げ
る
者
に
理
事
長
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
七
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

鹿
野

善
雄

二

住
所

北
区
上
十
条
二
丁
目
六
番
三
号
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